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不利益処分に関する処分基準 個票 

保健福祉部 高齢介護課 

不利益処分の内容 必要な届出を怠った者等への過料 

根拠法令等及び条項 栃木市介護保険条例第１７条～第２１条 

処

分

基

準 

根拠条項 栃木市介護保険条例第１７条～第２１条 

参考事項  

設定等年月日 
平成  年  月  日設定 

平成  年  月  日最終変更 

【 基 準 】 

栃木市介護保険条例 

第１７条 第１号被保険者が法第１２条第１項本文の規定による届出をしないとき（同

条第２項の規定により当該第１号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされた

ときを除く。）又は虚偽の届出をしたときは、１０万円以下の過料に処する。 

第１８条 法第３０条第１項後段、法第３１条第１項後段、法第３３条の３第１項後段、

法第３４条第１項後段、法第３５条第６項後段、法第６６条第１項若しくは第２項又

は法第６８条第１項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者

は、１０万円以下の過料に処する。 

第１９条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他

その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第２０２条第１項

の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は

同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき

は、１０万円以下の過料に処する。 

第２０条 偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金（法

第１５０条第１項に規定する納付金及び法第１５７条第１項に規定する延滞金を除

く。）の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の５倍に相当する金額以下の過料に

処する。 

第２１条 第１７条から前条までの過料の額は、情状により、市長が定める。 

２ 第１７条から前条までの過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべ

き納期限は、その発布の日から起算して１０日以上を経過した日とする。 

 

  


